
 

 

 

 

地下水汚染に係る環境保全基準（旧） 
項     目 基  準  値 

 カドミウム 0.003 mg/L以下 

 全シアン 検出されないこと。 

 鉛 0.01 mg/L以下 

 六価クロム 0.05 mg/L以下 

 砒素 0.01 mg/L以下 

 総水銀 0.0005 mg/L以下 

 アルキル水銀 検出されないこと。 

 PCB 検出されないこと。 

 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 

 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 

 塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下 

 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 

 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 

 1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 

 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 

 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 

 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

 1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 

 チウラム 0.006 mg/L以下 

 シマジン 0.003 mg/L以下 

 チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 

 ベンゼン 0.01 mg/L以下 

 セレン 0.01 mg/L以下 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 

 ふっ素 0.8 mg/L以下 

 ほう素 1 mg/L以下 

 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 

注 測定方法及び評価方法については，環境基準の取扱いに準ずるものとする。 

なお，人の健康に係る項目について，国の環境基準として新たに追加又は改定

された場合には，これを京都市環境保全基準にも追加又は改定することとする。 

 

 

 

地下水汚染に係る環境保全基準（新） 

項     目 基  準  値 

 カドミウム 0.003 mg/L以下 

 全シアン 検出されないこと。 

 鉛 0.01 mg/L以下 

 六価クロム 0.05 mg/L以下 

 砒素 0.01 mg/L以下 

 総水銀 0.0005 mg/L以下 

 アルキル水銀 検出されないこと。 

 PCB 検出されないこと。 

 ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 

 四塩化炭素 0.002 mg/L以下 

 クロロエチレン（別名塩化ビニル 

又は塩化ビニルモノマー） 
0.002 mg/L以下 

 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 

 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 

 1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 

 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下 

 1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 

 トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 

 1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 

 チウラム 0.006 mg/L以下 

 シマジン 0.003 mg/L以下 

 チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 

 ベンゼン 0.01 mg/L以下 

 セレン 0.01 mg/L以下 

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下 

 ふっ素 0.8 mg/L以下 

 ほう素 1 mg/L以下 

 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L以下 

注 測定方法及び評価方法については，環境基準の取扱いに準ずるものとする。 

なお，人の健康に係る項目について，国の環境基準として新たに追加又は改定

された場合には，これを京都市環境保全基準にも追加又は改定することとする。 

京都市環境保全基準の一部改定について 

京都市環境保全基準（平成２７年告示）のうち，平成２８年に地下水汚染のクロロエチレンについて国の環境基準の項目名が

変更され，また，土壌汚染のクロロエチレン及び１，４－ジオキサンについて国の環境基準が新たに設定されたことから，これ

を踏まえ，京都市環境保全基準についても，基準値等を改定することとしたい。 

 



 

 

                                            

土壌汚染に係る環境保全基準（旧）                  土壌汚染に係る環境保全基準（新）

 

 

項目 基準値 

カドミウム 

検液 1L につき 0.01mg 以下であり，かつ，

農用地においては，米 1kg につき 0.4mg

以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 

検液 1L につき 0.01mg 以下であり，かつ，

農用地（田に限る。）においては，土壌 1kg

につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において，土壌 1kg

につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニル

又は塩化ビニルモノマー） 
検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

１，４－ジオキサン 検液 1L につき 0.05 mg 以下であること。 

項目 基準値 

カドミウム 

検液 1L につき 0.01mg 以下であり，かつ，

農用地においては，米 1kg につき 0.4mg 以

下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 

検液 1L につき 0.01mg 以下であり，かつ，

農用地（田に限る。）においては，土壌 1kg

につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 
農用地（田に限る。）において，土壌 1kg

につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

注１ 検液の作成方法，測定方法及び評価方法については，環境基準の取扱いに準ずるものとする。 

注２ 有機燐とは，パラチオン，メチルパラチオン，メチルジメトン及び EPN をいう。 

なお，人の健康に係る項目について，国の環境基準として新たに追加又は改定された

場合には，これを京都市環境保全基準にも追加又は改定することとする。  
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